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会  議  記  録 

会 議 名 称 第 ８６ 回 杉 並 区 環 境 清 掃 審 議 会 

日 時  令和８年３月２４日（火）午後１時５９分～午後３時３６分 

場 所  区役所第３・４委員会室（中棟５階） 

出 

席 

者 

委 員 名 

新谷会長、片石副会長、石原委員、大川委員、大嶋委員、大場委員、 

北澤委員、木村委員、鈴木委員、高口委員、中島委員、中野委員、永野委員、 

福田委員、岸上委員、世戸委員、田村委員、酒井委員、ブランシャー委員、 

森永委員 

（２０名） 

区 側 

環境部長、環境課長、ごみ減量対策課長、温暖化対策担当課長、 

杉並清掃事務所長、みどり施策担当課長、都市整備部管理課長、 

建築課長 

傍 聴 者 数  １名 

配 

付 

資 

料 

等 

事 前 

次第 

席次表 

杉並区環境清掃審議会委員名簿 

「杉並区みどりの基本計画」の改定案について 

 令和６(2024)年度区の事務事業における温室効果ガス排出量削減等の状況に

ついて 

 杉並区気候区民開議の意見提案への対応について 

 プラスチック使用製品廃棄物分別回収の区内全域実施について 

 「杉並区みどりの基金」の運営状況について 

 大規模建築物に関する報告 

会 

議 

次 

第 
 議事内容 

 意見聴取 

  「杉並区みどりの基本計画」の改定案について 

 報告事項 

  (1) 令和６(2024)年度区の事務事業における温室効果ガス排出量削減等の

状況について 

  (2) 杉並区気候区民会議の意見提案への対応について 

  (3) プラスチック使用製品廃棄物分別回収の区内全域実施について 

  (4) 「杉並区みどりの基金」の運営状況について 

  (5) 大規模建築物等に関する報告について 
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 第８６回環境清掃審議会発言要旨 令和８年３月２４日（火） 

発言者 発言要旨 

環 境 課 長  皆さん、こんにちは。時間になりましたので、始めさせていただきたいと思

います。 

 本日は、皆様、年度末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。 

 私、環境課長の土田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の委員会の状況をご報告いたします。ただいま20名の方、お集まりいた

だいておりますので、定足数に達してございます。 

 また、本日、傍聴者１名いらっしゃいますので、ご了解をいただきたいと思

います。 

 それでは、会長、開会の宣言をお願いいたします。 

会 長  ありがとうございます。 

 ただいまから第86回環境清掃審議会を開会いたします。 

 皆様、多用の中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 本日は、意見聴取が１件と報告案件が５件となっております。スムーズな議

事進行に努めてまいりますので、皆様、ご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 

環 境 課 長  では、ご説明申し上げます。 

 本日も前回に引き続きましてペーパーレスの開催となってございます。皆さ

ん、お手元にパソコンをご用意していただいておりますけれども、画面のほ

う、ご準備できておりますでしょうか。 

 また、モニターも用意しておりますので、補助的に活用していただければと

思います。 

 本日の資料でございますが、まず資料１、「みどりの基本計画」の改定案に

つきましては、データの容量が多いということもございまして、事前に郵送で

お送りしてございます。皆様、お手元にご用意をいただければと思います。 

 また、初めに次第、次に席次表でございます。 

 大変申し訳ございません、席次表、１件訂正がございまして、本日、学校支

援本部のＧ様、ご出席いただいているんですけれども、席次表には「Ｈ委員」

というふうに記載をしてございます。大変申し訳ございませんでした。訂正の
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ほうをお願いいたします。 

 次に、委員名簿でございます。 

 資料１は「みどりの基本計画」で、資料２が「令和６年度区の事務事業にお

ける温室効果ガス排出量削減等の状況について」、資料３は「杉並区気候区民

会議の意見提案への対応について」、資料４は「プラスチック使用製品廃棄物

分別回収の区内全域実施について」、資料５、「「杉並区みどりの基金」の運

営状況について」、資料６、「大規模建築物に関する報告について」でござい

ます。 

 こちらの大規模建築に係る資料でございますけれども、事前にお送りさせて

いただいているんですけれども、本日使用いたします資料につきましては、

【緑化】というふうにファイル名が記載しているものを使用いたします。資料

６－１、６－３、６－４と、あと６－８でございます。 

 既にお送りしています資料の中に「【大規模】図面」というふうに表示され

ているファイルがございます。６－２、３、４、５、６、７、９でございます

が、本日はこちらの資料は使用いたしませんので、大変申し訳ございません

が、後ほど削除をしていただければと存じます。 

 改めて、今日の午前中にもう一度、大変恐縮なんですけれども、図面という

ものを入れない形で緑化のみ、この中身は訂正はないんですけれども、緑化の

ものだけを改めて送付させていただいておりますので、ちょっと幾つも来てい

た、何だか分からないというふうにおっしゃっていらっしゃる方もいるかと思

いますけれども、緑化の資料をご覧いただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 また、本日、席上に青いファイル、置いてございます。こちらは、法令の資

料ですとか様々な計画の資料をつづってございますので、適宜ご活用いただけ

ればと思います。最後は、こちらは区のほうで回収いたしますので、お持ち帰

りのないようお願いいたします。 

 また、モニターですけれども、皆さん、見えますでしょうか。大丈夫ですか

ね。もし何か不都合がありましたら、職員、周りにおりますので、お声がけを

いただければと思います。 

 また、本日の会議の議事録ですけれども、後日、ホームページで公開いたし

ますので、ご了解をいただければと思います。 

 事務局からは以上です。 
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会 長  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、意見聴取の資料１、「「杉並区みどりの基本計画」の改定案につい

て」です。 

 この意見聴取は、「杉並区みどりの条例」第７条第２項で「区長は、基本計

画を策定しようとするときは、あらかじめ、区民等の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるとともに、杉並区環境清掃審議会の意見を聴くものとす

る。」とあります。また、同条第４項に「前２項の規定は、基本計画の変更に

ついて準用する。」に基づくものです。この規定により、意見聴取をこれから

行います。 

 まず、みどりの施策担当課長から、計画案についてご説明をお願いいたしま

す。 

みどり施策担当課長  みどり施策担当、中村でございます。 

会 長  お願いします。 

みどり施策担当課長  よろしくお願いします。 

 資料１のものになります。 

 「杉並区みどりの基本計画」については、令和５年度より「杉並区みどりの

基本計画検討委員会」というものを立ち上げ、学識経験者及び公募区民等の意

見を聴取するなど、改定に向けて検討を行ってきたところです。 

 令和６年度には、区において気候区民会議やグリーンインフラの推進が開始

されるなど、みどりを取り巻く状況が変化しておりました。 

 さらに、今年度は区民参加型ワークショップを開催するなど、区民の視点を

十分に反映することを重視してきました。 

 それらを基本計画に反映させる作業を行いまして、改定案を取りまとめまし

たので、改定に向けた取組を進めることといたします。 

 計画の位置づけですが、「基本区杉並区基本構想」で掲げる区の将来像の実

現に向けて、「杉並区まちづくり基本方針」などと整合を図りながら、緑地の

保全や緑化の推進に関する計画として位置づけております。 

 計画期間としては、おおむね20年後の未来を展望しながらも、「まちづくり

基本方針」等との整合を図り、令和12年度までを計画期間とします。 

 ただし、まちづくりの進捗状況や社会状況の変化を踏まえ、必要に応じて計

画見直しを行う考えです。 
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 資料１の別紙１をご覧ください。 

 将来像は「みどりが暮らしの中に息づくまち」とし、副題を、グリーンイン

フラと協働の視点を考慮して、「みどりの力をみんなで育み未来へつなげよ

う」としております。 

 改定の考え方としましては、一人一人がみどりに関することを自分ごととし

て認識し、みどりの価値を次世代に継承するものとします。 

 改定の視点としましては、屋敷林など受け継がれたまとまったみどりを守

り、地域とともに住みよい環境を築く視点、公共のみどりを量・質ともに充実

させる視点、グリーンインフラの視点、みどりを共同で守る視点を掲げており

ます。 

 その視点を持って、みどりの充実、活用、みどりへの行動という基本方針の

下、27の取組の体系としております。 

 現在、３月15日から４月14日までの間、パブリックコメントを実施中でござ

います。そういった意見を反映して改定を行う予定です。６月ぐらいをめどに

なるでしょうか。ホームページで公開する予定でございます。 

 私からは以上になります。 

会 長  ありがとうございました。 

 それでは、資料１の「「杉並区みどりの基本計画」の改定案について」、意

見聴取ということですので、ご意見も含めて、委員の皆様からご意見をお願い

いたします。よろしくお願いします。 

 お願いします。 

Ａ 委 員  すみません、見直し案を拝見させていただきましたけれども、大変盛りだく

さんで、これをこれからやっていくに当たって、区民に対して、どういう計画

で、何がいつ始まる、あるいは、それ、やり始めた後に、これを今度こうしま

した、これができましたとか、そういう広報というのはどういう形でやられる

んですかね。多分これ、漠然とこうあっても、なかなか区民の認識というか意

識がそちらへ向かない。広報とか見れば分かるんですが、なかなか広報も全員

が皆さん見ているわけじゃないですから、ある程度アピールしないと区民にも

分かってもらえないと思うんですよね。その辺はどのようにお考えですか。 

みどり施策担当課長  ありがとうございます。 

 そうですね、おっしゃるとおり、やはり周知をしていかないと、何をやって

いるのか、区が何やっているのかって分からないと思っております。 
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 まず、この中で一つの例を挙げるとすると、取組の一番最初で保護樹指定制

度の取組、見直しの取組というものがあります。これ、まさに所有者様と一緒

に意見を聞きながら、その保護指定制度の在り方を見直していくものなんです

けれども、まずは所有者さんとの関係を連絡会とかそういった機会を通じて密

にしながら、さらに、その連絡会とか、どんなことを話し合ったんだというこ

とも、ホームページとか、いろんな媒体あります、ＳＮＳとか、そういったも

のを通じて区民の皆さんに発信していこうかなと思っております。 

 ほかの取組も同じように、様々なイベント等ありますので、そういったもの

も含めてホームページとかの広報、広報誌とかを活用しながら、区が取り組ん

でいるものを周知してまいりたいなと思っております。 

会 長  いかがでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 そのほか、意見をよろしくお願いいたします。 

 お願いします。 

Ｂ 委 員  消費者グループ連絡会のＢと申します。 

 黒い星印があるんですけれども、これはどういう意味か教えてくださいます

か。全部についてなくて、黒い星印があるんですけれども。 

みどり施策担当課長  こちらの別紙１のほうの表になるかと思います。27の取組のうち、星印がつ

いているものは内容の拡充等を図っていく取組といったところになります。具

体的にっていうと、27個はいっぱいあるんですけれども、その中でも、さらに

拡充したり、新しく加えたもの、要素もあったりというところもあって、力を

入れていくような、そういうふうなものになりますので、そういったところで

星印をつけさせてもらっています。 

Ｂ 委 員  ありがとうございます。 

 緑被率のことをお伺いいたします。 

 緑被率というのは、どなたが測って、そして、どのぐらいの時期に測ってい

るんでしょうか。落葉樹なんかの場合は緑がないですよね、みどりがね。 

 あと、小・中学校の芝生、あれなども緑被率の中に入っているんですか。 

 よろしくお願いします。 

みどり施策担当課長  ありがとうございます。緑被率に関してのご質問かと思います。 

 緑被率、おおむね５年に１度、みどりの実態調査というものを実施しており

ます。それで、近々では令和４年度に実施しておりまして、次の実態調査は令



 

8 

和９年、予定をしております。 

 その中で緑被率、具体的な測り方としましては、飛行機を飛ばしまして、そ

この上空からの写真、航空写真ですね、それでみどりが覆われている面積を測

るというふうな代物です。 

 撮影時期なんですけれども、おっしゃるように、落ち葉とか冬の時期はみど

りないですので、大体、現地の撮影時期が６月とか７月とか、そういったみど

りが繁茂しているような、そんな時期に撮影をするということになっておりま

す。 

Ｂ 委 員  ありがとうございます。 

 都立公園というのもありますよね。区ではなく、都立公園も同じように緑被

率の中に含まれるんですか。 

みどり施策担当課長  はい。杉並区全体の割合ですので、都立公園、区の公園、もしくは民有地に

ある住宅のみどりも含まれて、全てのみどりに関してどれぐらいの割合かとい

うところが緑被率ということになります。 

会 長  ありがとうございます。 

 ほかに。 

 よろしくお願いします。 

Ｃ 委 員  お願いします。 

 前回の基本計画では地域別の取組が明記されていましたけれども、今回は地

域別の取組が示されていません。その理由について伺います。 

みどり施策担当課長  ありがとうございます。 

 今回、「みどりの基本計画」、皆さんの、区民の皆さんに手に取っていただ

きたいというところを重視しております。要は、分かりやすさというところを

重視しております。 

 前回までは地域別にやることは書いてあったんですけれども、地域別にやっ

ても、杉並区の地域、そこまで多様なところはないと思うんですね。やはり全

体的な住宅都市でありますし、商店街もあったりということがありますので、

そういうふうなことよりは、もっとシーン別にイメージが分かるような、そん

なような工夫をして、皆さんがイメージできるような、手に取った方々がイメ

ージできるような、そんな編集をしております。 

Ｃ 委 員  あと２つあります。 

 樹冠被覆率っていうものがあります。やはりこれも、上から、航空から撮っ
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た樹木や枝や葉っぱが日陰をつくる面積の割合なんですけれども、今後、区は

どのようにこれを取り扱う方針なのか、伺います。 

みどり施策担当課長  樹冠被覆率、委員おっしゃるとおりに、上空からの日陰を創出するような、

日陰をどれぐらいあるのかというのを、高木に注目した木の率かなと思いま

す。先ほどの緑被率だと低木も、もちろん芝生も含めてのみどりの割合ですけ

れども、今、樹冠被覆率だと高木で日陰をつくると、そういったものだと思い

ます。 

 この樹冠被覆率、最近いろいろニュースでもありますけれども、なかなか、

測定するルールが一般的にまだされていない、研究段階であるといったところ

もありまして、これ、東京都ともちょっと意見交換をしたところです。東京都

のほうでもやはりそういった研究段階であるので、まだ採用には至らないとい

うところはありますけれども、今後、研究が進んで測るルールもできれば、そ

ういったところも注視してまいりたいと思いますので、研究していきたいなと

思っております。 

Ｃ 委 員  もう一つ、すみません。みどりを増やすということで、高円寺南３丁目の印

刷局の宿舎跡地についてですけれども、これを公園や防災の空き地として活用

し、緑化を進めることが求められていますけれども、区として活用に向けた働

きかけをしていますでしょうか。伺います。 

みどり施策担当課長  これ、みどりの量を増やすというふうな取組かと思います。これは先ほど言

った緑被率にももちろんつながってくるような、そういうふうな話、ことかな

と思います。そういった緑地の面積を増やすときには、杉並区としましても、

様々な関係者から情報を得てやっております。そのうちの一つのお話かなと思

います。 

 事、この印刷局のところからの例でいいますと、令和３年度から毎年、先方

のほうに協議、打合せをしながら情報収集をしている段階でして、具体的に整

備とかそういったところというのは、まだ協議が整っていないというふうな状

況にありますので、引き続き協議をしてまいりたいなと思っております。 

Ｃ 委 員  お願いします。質問は以上です。 

会 長  どうもありがとうございます。 

Ｄ 委 員  よろしいですか。 

会 長  よろしくお願いします。 

Ｄ 委 員  すみません、Ｄと申します。 
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 今の日陰のお話に関連してなんですけれども、この計画の中で、熱中症対策

の視点というのをもっと前面に出したらどうかなというふうに考えます。 

 今、熱中症の死亡が増加していて、２年前も2,000人以上の方が亡くなってい

ます。杉並区は23区の中でも西の端のほうで、特に昇温が今後も予測される地

域なんですね。エアコンの助成とか都もやっておりますけれども、バンドエイ

ド貼るような対処療法的な面もあります。やはり暑さそのものを改善するとい

うことが必要なので、今、日陰というのが出ておりますけれども、非常にこれ

が重要になると思います。 

 こちらの、今日、今回頂いた報告というか計画の94ページにもありますよう

に、区民もみどりの効果として日陰、これを一番に挙げているというところで

も認められていると思うんですね。 

 グリーンベルトの取組というの、２か所あります。これ、非常に重要だと思

うんですけれども、これをもっとネットワークとして広げて、駅から公園まで

とか安全に歩けるようにすることが必要ではないかと思うんです。つまり、暑

いということで室内に逃げるとか室内に閉じ込めるということではなくて、外

でも安全に歩ける。 

 そういう杉並区になるというような転換が、せっかくの「みどりの計画」の

見直しのときになされれば、高齢者のフレイル対策なんかにもなりますから、

恐らく医療費の削減にもつながると思うんですね。 

 もちろん、縦割りの行政の中ではちょっと、健康とか医療と防災とここのこ

ちらとは担当が違うと言われるかもしれませんけれども、その連携を強化し

て、やはり緑化で熱中症対策進めるというふうにすると。何となく緑化ってち

ょっとぜいたくとかそういうイメージもあるかと思うんです。それ以上に、も

う命を守るものとして前面に出していただきたいというふうに考えます。 

 以上でございます。 

会 長  ありがとうございます。 

 そのほか。 

 よろしくお願いいたします。 

Ａ 委 員  細かいんですけれども、別紙の２のみどりの活用のところで、Ⅱ－２－３、

「在来種の保全と外来種対策」って入っているんですけれども、生物多様性の

観点からだと思うんですが、これについて何か具体的な、要するに外来種を駆

除するとか。その辺て、別に区だけがやることじゃないと思うんで、国がやっ
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たり、環境省がやったり、都がやったりするべきこともあると思うんですが、

区としてはどどういう施策を考えられていますかね。 

みどり施策担当課長  区内の都立公園とか善福寺公園とかだと、やはりそういったイベントとかで

外来種の持込みとか駆除とかって、そういうふうなキャンペーンをやっていた

りするところも見られます。 

 区としましても、区立の公園、そこのところにペットとして飼っていたお魚

だったりカメだったりを放さないでねというふうな看板を立てて、周知を図っ

ているところであります。 

Ａ 委 員  外来のものを出さない、捨てないとか、そういうのも必要なんですけれど

も、既にもう広まっちゃっている外来、特に植物関係とかがあって、それって

意外と、要注意外来生物とか、そういうものについての認識っていうか知識と

いうのはあんまり啓蒙されていないと思うんですよね。それは区だけの問題じ

ゃないと思うんですけれども、その辺の啓蒙活動みたいなものというのは何か

考えられていますかね。あるいは、毒グモとかそういう生物、危険生物につい

ての何か啓蒙みたいなものも必要になってくるんじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺はどのように考えられていますか。 

会 長  お願いします。 

環 境 課 長  環境課でございますが、今のお話なんですけれども、これ、ちょっと所属が

変わってしまうのであれなんですけれども、環境課では、今おっしゃったよう

な、いわゆる外来生物、要するに生態系を壊してしまうような、よろしくな

い、そういった持ち込まれてくる外来種のそういった危険性ですとか、持ち込

んではいけないんだよといったところの啓発というのは環境課でしてございま

して、具体的には、主にホームページになりますけれども、そういったところ

で案内をしているといった状況はございます。 

 ただ今回、「みどりの基本計画」でもしっかりここのところは、やはり今後

も啓発、皆さんに学んでいただくことが重要だというふうに認識してございま

して、今後、そういったところをより分かりやすく丁寧に、それは動物だけで

なく植物にも同じなんですけれども、そういったことをきちんと区民の方にお

知らせをしていくことが重要というふうに認識してございまして、今後取り組

んでまいりたいと思います。 

会 長  ありがとうございます。 

 ほかにご意見いかがでしょうか。 
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Ｅ 委 員  すみません。 

会 長  お願いします。 

Ｅ 委 員  杉並建築会ということになっているＥです。 

 本編のほうの75ページ以降に、具体的なイメージということで絵が出ている

んですが、別紙１の概要のほうでも右側にイメージが出ているんですけれど

も、緑化に関するイメージなので、いいかもしれないんですが、若干、都市空

間として現実離れしている絵になっているので。 

 この下手うま感は別にいいんですけれども、例えば75ページであれば、ちょ

っと歩道狭過ぎるよねとか、次のページであれば、歩道があるのに街灯が車道

の中に入っているとか、何かそういう、もうちょっとちゃんとしたほうがいい

んじゃないのっていうレベルで、ちょっとコメントしておきたい。 

 それから、例えば、79ページに屋上緑化の話が出て来ますが、小学校の屋上

緑化でされると、普通、やっぱり環境学習とかに使うので、そうすると人が立

ち入ることになるので、必ずフェンスがあるんですよね。そうすると、この絵

の中にフェンスがなくて、気持ち悪いなという感じにやっぱりなりますよね。 

 それから、80ページには河川のみどりということになって、人が河道に下り

ている絵があるんですけれども、これ、本当に僕はもっと河川に人が入りやす

いようにしたほうがいいというふうに思うんですが、河道に入る階段とか動線

が全然なくて、この人、どうやってこの川に入るのというようなところがやっ

ぱり気持ち悪いし、今後の整備の在り方として、人がもう少し川に近く近寄れ

るということで、ちゃんとそういう階段みたいなものを絵に描いておくという

のはすごく重要ではないかなというふうに思っています。 

 そういう絵が何か、もう少しちゃんと描いたほうがいいんじゃないですかと

いう問題が１つ。 

 それから、たまたまなんですが、一番最初、75ページに、「落ち葉や剪定枝

が回収され、リサイクルによって資源が循環します。」という文言があって、

こういった剪定枝であるとか落ち葉を別途回収してリサイクルしますというよ

うなニュアンスが伝わってくるんですが、これって今、区でそういうような施

策ってされているんでしたっけという、これ質問です。 

会 長  お願いします。 

みどり施策担当課長  剪定枝の話をちょっとさせていただきたいと思います。来年度の予算からな

んですけれども、保護樹林に関して剪定枝の処分にかかる費用を、業者さんが
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剪定をして、そこで再資源化施設に持っていく費用の一部を負担するといった

補助をするというふうなものが新しく新設しましたので、そういったところか

なというところになります。 

Ｅ 委 員  なるほど。そうすると、「各家庭では、ガーデニングや家庭菜園を楽しんだ

り、落ち葉をリサイクルしたりと、世代を超えた活動が盛んです。」みたいな

のは、その先にそういうイメージがあるということですかね。第一歩としては

事業者さん向けにやったけれどもということで。分かりました。 

 コメントとしては、緑化進めると、ごみとしての剪定枝とかがやっぱり社会

問題になるときあるので、ヨーロッパとかでも。そうすると、剪定枝だけを別

に集める。剪定枝だけを別の袋で集めて、それも有料にすると。そうすると、

自分の家庭内でなるべくバイオマス系のごみを処理しようというふうになっ

て、なるべく減らすというか、自分の敷地の中で処理するというインセンティ

ブをつけるとか、そういう施策もあるので、さらに進めば、そういうのもある

んじゃないかなと思いました。 

会 長  ご貴重なご意見、ありがとうございます。 

 絵に関しましては、言われてみれば確かにという、そんな感じが。 

Ｅ 委 員  これ、建築専門なんで、ちょっと気持ち悪いなっていう。 

会 長  直すのは大変かなとは思うんですけれども、そういう方向で何か考えられる

といいかなと私も思いました。 

 ほかにご意見、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

Ｃ 委 員  先ほど質問をしましたので、それをまとめて、ちょっと意見をお話ししたい

と思います。 

 まず、基本計画の策定が延期されたんですけれども、気候区民会議の意見を

十分に反映させるために、この計画の策定が延期されたというふうに聞いてい

ます。区民参加を重視する観点から、これはすごく評価いたします。 

 そして、先ほども出ましたけれども、みどりのことを自分ごとにということ

が書かれていまして、区民等の関わりが別に明記されています。このことにつ

いても、前の計画にはなかったことなので、評価できると思います。 

 あと、前回の基本計画では、先ほども言いましたけれども、地域別の取組が

明記され、各地域の特徴に応じた施策の方向性が示されていましたけれども、
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今回はそのような構成になっていませんので、地域ごとの特徴や課題を踏まえ

た取組方法については、可能であれば基本計画に明記することを求めます。仮

に計画本体への反映が難しい場合であっても、別途整理し、具体的に示される

よう要望しておきます。 

 それから、樹冠被覆率についてです。樹木の枝葉で覆われた面積割合を示す

ものですけれども、2013年から2022年の杉並区では39.5％も減少したという報

道が一昨年ありました。開発に伴う伐採の進行が主な要因と指摘されていま

す。ヒートアイランド現象が深刻化する中で、直射日光を遮り地表面の温度上

昇を抑える高木の役割は極めて重要です。緑被率の向上に向けた取組は重要で

すが、芝生や低い木と地面に影をつくる高木とでは、その機能や役割は大きな

違いがあります。量だけでなく質を重視する取組について、樹冠被覆率を新た

な指標として採用し、目標を持って取り組むことを盛り込んでいただきたいと

思います。 

 次に、杉並区における緑地の減少は、主に農地・生産緑地や屋敷林が相続等

を契機に民間事業者に売却されることによるものです。区民等が所有するみど

りを守る取組が岸本区政の下で始まっていることは重要です。こうした取組を

一層強化するためにも、区内に存在する未利用の公有地については、所有者で

ある国や東京都と交渉・協力し、公園や防災空き地として活用し、緑化を進め

ることを強く求めます。特に先ほど言った高円寺南３丁目の独立行政法人国立

印刷局が所有していた２か所の宿舎跡地については、廃止から４年余りが経過

していますが、当初より区による活用を求めてきました。改めて印刷局に対す

る区の要望を伝え、協議をこれからも行うよう求めます。 

 以上です。すみません。 

会 長  ありがとうございます。 

 ご回答のほうといいますか、いかがですか。長かったので、要点がちょっと

分からなくなってきましたけれども。 

みどり施策担当課長  ご意見ありがとうございました。 

 地域別の話については、一層分かりやすいような形で今回編集させていただ

いたというところでありますけれども、それを基に各地域地域、もちろん特色

はあります。川沿いであったり商店街だったりってところもありますので、そ

こら辺、そのものは含めまして、地域別での取組というのは重視してまいりた

いなと思っております。 
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 樹冠被覆率についても、先ほども申し上げましたけれども、今後の研究の動

向を注視しながら、指標に入れ込むのはまだちょっと時期が早いのかなという

ところはありますが、研究をしてまいりたいなと思っております。 

 あと、緑地に関しての確保としましては、今回の印刷局の跡地だけではなく

て、ほかのことも踏まえ、ほかのところも今後出てくる可能性もありますの

で、そういったところを、杉並区全域を注視しながら進めてまいりたいなと思

っております。 

Ｃ 委 員  お願いします。 

会 長  よろしいですか。 

Ｃ 委 員  はい。 

会 長  ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 私の感想といいますと、特に修正しなさいという形ではなくて、やっぱりこ

ういったものも考えなければ、例えば樹冠被覆率だったり公有地の扱いだった

り、そういったところをきちんと扱うような形で進めていったほうがいいとい

うような理解でよろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 ということで、改定案については修正というわけではなくて意見をいただい

たということで、審議会としては特段、基本的に異議はないと。意見はあるけ

れども異議はないというような形で報告というか、まとめたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 どうもありがとうございます。 

 じゃ、この件はこれでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 それでは、次に報告案件に入ります。 

 資料２の「令和６年度区の事務事業における温室効果ガス排出量削減等の状

況について」。温暖化対策担当課長からお願いいたします。 

温暖化対策担当課長  温暖化対策担当課長の重田と申します。 

 恐れ入ります、５分間程度お時間いただいて、こちら、資料の説明をさせて

いただきたいと思います。 
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 こちら、区内における一事業者として杉並区役所を見たときの、区の温室効

果ガス排出削減等の取組について適正な進行管理を図っていくために、環境清

掃審議会において報告を行うものでございます。 

 おめくりいただいて、目次を飛ばして、２ページをご覧ください。 

 対象とする施設ですが、こちら、表中に記載のある対象外施設を除きまし

て、全ての区が設置及び管理する区有施設を対象としてございます。 

 取組内容としましては、電気・ガス等のエネルギーの使用削減等から、二酸

化炭素やメタン等の温室効果ガスの排出量を削減していくものでございます。 

 環境配慮行動としまして３つ、管理項目を設けておりまして、１つが用紙、

２つが一般廃棄物、これらの削減と、グリーン購入の推進を項目として取り扱

ってございます。 

 ３ページ目をご覧ください。 

 温室効果ガスの排出量についてですが、（１）の②のグラフのほうに記載し

ておりまして、令和６年度、こちら、１万7,634トンとなりまして、基準年、平

成12年度比で29％の削減となりました。令和12年カーボンハーフということ

で、2030までに50％削減を目標としておりますが、６年の実績から、さらに約

30％削減を行っていく必要がございます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 エネルギー使用量の推移になってございまして、（２）の②のグラフ、記載

ございますが、こちら、１万2,868キロリットルと、原油換算キロリットルとな

っておりまして、平成12年度比で16.3％の削減となってございます。 

 削減につながった取組としては、③のほうにそれぞれ記載がございまして、

保育園における空調設備の入替えであったり、給湯温度を38度に徹底していく

など、取組を行った結果、使用量としては削減となってございます。 

 一方で、50％削減を目標としている中で、さらに40％、６年の実績から下げ

ていく必要がございます。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 下段の区立施設における維持管理の効率化についてお話しいたします。 

 区立施設全体の電気使用量ですが、約4,292万キロワット。そのうち太陽光発

電量、約0.8％導入しておりまして、調達電力、約98％でございますが、そのう

ち再生可能エネルギー電気の調達量を約32％としております。 

 今後、太陽光発電、蓄電池など再エネ設備については、区立施設の新築・改
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築時において導入拡大を進めていくと同時に、照明のＬＥＤ化、ＺＥＢ化の推

進、再エネ電力の活用について、引き続き取り組んでまいります。 

 ６ページ以降ですが、環境配慮行動について記載がございますので、こちら

説明いたします。 

 まず、用紙類の調達量につきましては、区立施設全体で66万1,613キロとなり

まして、基準とする令和２年度比19.4％削減しておりまして、15％削減目標に

ついては、こちら、上回って達成をしてございます。事業拡大等により使用量

が増加した施設も一部ございましたが、会議資料のペーパーレス化、学校現場

におけるタブレット教育の推進などにより、多くの施設で前年度と比べて使用

量が減少しております。 

 ７ページをご覧ください。 

 一般廃棄物の排出量、こちら、区立施設全体で229万8,024キロとなりまし

て、基準年、令和２年度比で4.2％の削減となってございます。令和５年度、阿

佐谷地域区民センター等大型施設の移転等に伴いまして、不用品の大量処分が

ございまして、大きく増加したところではございますが、６年度はそうした要

因がなくなったこともあり、減少に転じているところでございます。こちら、

削減した各所管では、マイボトル持参・リサイクル徹底など、日常的な取組を

着実に行っておりまして、引き続き推進してまいりたいと考えてございます。 

 ９ページのほうをご覧ください。 

 グリーン購入率についてです。区立施設全体では約81％となりまして、100％

を目標としておりますが、未達成となってございます。購入率が減少してしま

っている主な要因としましては、古紙配合の印刷用紙の確保は困難であったこ

とや、また、業務上必要な物品においてグリーン購入法適合品が存在しないケ

ースがあったことなどが挙げられております。こちら、推移としては率が下が

ってきてしまっているところでございますので、職員への説明、庁内報による

周知など、取組を徹底してまいる考えでございます。 

 10ページにいきまして、これまでの取組を推進するための体制面の取組につ

いてですが、各部・課において環境検査員という職員を、職員に検査員を指定

しておりまして、そちらによる自己検査の実施を行っております。また、職員

向け研修動画の公開なども行っておりまして、全庁的な推進体制を行う気候危

機対策推進本部、こちらにおける取組の推進を今後も図ってまいるところでご

ざいます。 
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 最後、11ページ以降で重点的取組の取組状況、記載しておりまして、こち

ら、最後に説明をさせていただきます。 

 まず、区立施設の新築・改築時における省エネ化の推進についてです。ＺＥ

Ｂ化については、下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡと神明中学校で

それぞれ、ＺＥＢ、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙの認証を受けたほか、区立施設のＺＥ

Ｂ化方針基準、こちら、来年度の策定に向けて検討を進めております。 

 また、全ての照明をＬＥＤ照明に更新している区立施設、こちら、令和６年

10月現在89か所となってございまして、前年度から30か所以上増加するなど、

省エネの取組も進めております。 

 次に、12ページ、ご覧ください。 

 再生可能エネルギーの導入拡大についてです。区立施設では、令和６年度に

策定した取組方針に基づきまして、高圧受電施設への再エネ電力の調達を進め

てございます。６年度末現在、調達電力に占める再エネ割合は約32％となって

ございまして、また、指定管理施設、こちらについても再エネ電力の調達を原

則とする旨を指定管理者向けガイドラインに明記しまして、今後も順次拡大を

進めていく予定です。令和７年度末には68％、令和８年度には76％の調達を想

定しておりまして、これらの取組から、平成12年度比50％削減が目標ですが、

53％の温室効果ガス削減を見込んでおりまして、区役所単体においてはカーボ

ンハーフの目標を達成できるものと考えてございます。 

 こういったもの、区が率先して取組を進めていくことで、それを区全域に進

めていくこと、こういったところにも、次年度以降、力強く進めてまいりたい

なというふうに考えてございます。 

 報告事項、以上になります。 

会 長  ありがとうございます。 

 それでは、この資料２の本件に関しまして、何かご意見、ご質問等はござい

ますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 お願いします。 

Ｆ 委 員  では、今ご説明いただきました区の事務事業における温室効果ガス排出量削

減等の状況について、一通り読ませていただきました。ありがとうございまし

た。今回この資料頂きまして、まず、とても見やすいなと思いました。大変分

かりやすくまとめられていて、ちょっと数字に私はあんまり強くないんですけ

れども、見ながらでも数字のことがちゃんと視覚的に入ってくるというような
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作りになっていて、大変見やすかったです。ありがとうございます。 

 幾つか気になる点がありましたので、もしほかにご質問の方がいらっしゃら

なければ、まとめて質問させていただきますけれども、１問ずつでも構わない

んですが。 

会 長  ほかにご質問等はございますか。 

 じゃ、その後にまた質問を受けたいと思います。 

Ｆ 委 員  ありがとうございます。 

 削減量に関してなんですけれども、温室効果ガスの排出量の削減目標につい

て、2030年のカーボンハーフに到達するためには約30％の削減、29.6％と書い

てあります。この29.6％って、簡単に書かれているものの、事実上これを達成

されるのは本当に大変な、これから４年間の間になさるのかなと思います。こ

ちら、正確には2024年度実績から2030年度までの間に29.6％減らすということ

なので、６年間あるということで、既にもうそのうち２年間は過ぎてしまって

いるんですけれども、今後、このような数字目標が残っている中で、具体的な

戦略というのは既に考え始めておられるのか。ちょっとお伺いしたいです。 

会 長  ありがとうございます。 

 お願いします。 

温暖化対策担当課長  やはり、2030年のカーボンハーフ目指して取り組んでいますので、区として

も着実にそれを達成していくための考えというのは立てております。 

 それぞれ省エネルギーの推進、取り組むためにＺＥＢ化であったりＬＥＤ

化、こういったところを進めていきながら、また、やはり再エネ電力の調達に

より、温室効果ガスというのは、かなり計画どおり進んでいるところでござい

ますので、こちらについてはやっていきたいと。 

 また、先ほど太陽光の導入についてもご説明しましたが、まだまだこれから

拡大の余地はあるというところで、こういったところにも注力しながら行って

いきたいなという考えでございます。 

Ｆ 委 員  ありがとうございます。 

 一方で、エネルギー使用量のほうなんですけれども、今、先ほど言った30％

というのは温室効果ガスの削減量ですが、エネルギー使用量はこれから40.3％

の削減が必要と書いてありますよね。こちらなんですけれども、恐らく、これ

をあと６年間で減らしていくためには、施設等の断熱や省エネ対策や、ガス・

灯油をヒートポンプへ代替えしていくこととか、結構ハードの面でもてこ入れ
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が必要なのかなと思いますし、区で使っているガソリン・軽油車がありますけ

れども、それをハイブリッドではなくて電気自動車のほうに替えなくちゃいけ

ないとか、そういったようなハード面での切替えが必要になるかと思うんです

けれども、その辺は庁内で連携は取れているんでしょうか。 

会 長  ありがとうございます。 

 お願いします。 

温暖化対策担当課長  やはり、この区役所、一事業者としての事務事業、動きの中では、庁内で組

織横断的に取り組んでいかなければ、こういった削減には結びつかないもので

ございますので、こちら、全庁的に気候変動対策を議論する気候対策推進本部

であったり、その下に設けられている幹事会という組織体ございますので、そ

ういったところで共有を図りながら、今後の取組について検討を重ねてまいり

たいというふうに考えてございます。 

Ｆ 委 員  ありがとうございます。 

会 長  ありがとうございます。 

Ｆ 委 員  あと、区立施設全体の電気使用量の件なんですけれども、先ほどもご指摘あ

りましたけれども、太陽光自家発電量が今まだ0.76％という数字が書かれてい

まして、ちょっとこれは驚きました。つまり、区内の施設につけられている太

陽光の発電量が全体の0.76％ということで、これは、その理由を知りたいんで

すけれども、例えばその場所がないとか、つまり太陽光パネルを設置できるポ

テンシャルがないのか。それとも、調査がまだできていないのか。それとも、

建物の管理との手続上の問題なのかとか。いろいろ理由があるかと思います

が、どういった理由でこの数字になっているのか。それから、これからどのよ

うな形で増やしていかれるのか。ちょっとお伺いします。 

温暖化対策担当課長  こちら、令和５年度に杉並区の「地球温暖化対策実行計画」立てまして、そ

の中で初めて、区立施設、学校であったら新築・改築時に30キロワット以上の

太陽光発電を載せますというふうに明記しておりまして、それまではフジコの

児童・生徒向けの環境学習に資するとか、置けるから置こうみたいなところで

進めていたものが正直あったかと思います。それをきちんと設置目標立てて行

ったのは令和５年度からということで、今後、そういった設置目標を基に、着

実に太陽光については載せていくように進んでいくものかと考えております。 

 ただ、2030年ゼロカーボン、年数が迫っている中では、なかなか今の推移で

すと届かない部分もあろうかと思いますので、何か底上げできるような施策に
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ついては検討してまいりたいなというふうに考えてございます。 

Ｆ 委 員  令和５年度の温対計画に沿ってやっていらっしゃるということで、新築・改

築時には30キロワットの太陽光パネルを載せていくということなんですけれど

も、今おっしゃったとおり、新築・改築のタイミングのみで対応しようとして

いては、恐らくカーボンハーフには、エネルギー削減量に関しては間に合わな

いのではないかと思います。 

 ですので、そのあたりの既存の建物に対してのポテンシャルがあるのかどう

かなども検討していただければと思いますが、区では恐らく、この間、温暖化

対策課のほうで、環境省からのアドバイザーさんがいらっしゃったりとか、研

究者の方々とのやり取りもあったと伺っておりますが、そういった専門家のご

意見などを使いながら、もうちょっと具体的にロードマップを作っていかれる

というようなご計画ありますでしょうか。 

温暖化対策担当課長  やはり、こういった気候変動対策、日々進化しているものでございますの

で、区役所だけで進めるだけではなく、専門家の方だったり事業者の方々のご

意見をいただきながら、着実に進めてまいりたいなというふうに思っておりま

す。 

 2030年に向けては、やはり区の取組というのをきちんと示して、区域におい

て気候変動対策をより一層進めていくためにも、何かしら道筋というか、こう

いうふうに取り組むから杉並区のゼロカーボンが達成していくんですよという

ようなところを、来年度、示していきたいなというふうに考えております。 

Ｆ 委 員  ありがとうございます。 

 来年度、大変期待しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

会 長  ご意見、どうもありがとうございます。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 お願いします。 

Ｅ 委 員  Ｅです。 

 ある意味、区民に対する率先垂範ということのデータとして、とても分かり

やすいなというふうに思うんですが、そういった意味で、電気についての低炭

素化というのは、購入すれば、要はお金払えば、もう何とかなっちゃうという

状況になってきているんですけれども、例えば、今６割、再生可能の電気を購

入しているというような話なんですが、じゃ、これ購入するのに、普通の電気
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買うのと比べてどれぐらい余計にお金払っているのか、これゼロにするには追

加でどれぐらいお金払えばいいのかとか、何かちょっとそういう情報もあると

非常に分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。 

 それから、総量というのはある意味、延べ床面積が例えば減っちゃったりと

かすると変わってきちゃうので、延べ床面積の単位面積当たりのエネルギー消

費量、単位面積当たりのＣＯ２排出量がどういうふうに経年変化しているのかと

いうのを見れば、建物の性能がどういうふうに上がってきているのかとか、そ

ういうのも見える化できるので、そういうのも参考資料として付記いただける

と、情報としては質が高くなるんじゃないかなというふうに思いました。 

会 長  どうもありがとうございます。 

 確かに、電気自動車にしても入れ替えるのにやっぱりお金が要りますから、

そういう意味では無限にあるわけではないんで、その辺の優先順位というか、

そういったものを何か考えなきゃいけないのかなと、ご意見を伺って、そう思

いました。 

 ほかにご意見ございますか。 

 よろしいですか。 

温暖化対策担当課長  じゃ、すみません。 

会 長  お願いします。 

温暖化対策担当課長  さっきの再エネ調達のコストのところなんですけれども、現状、様々な契約

を、区の施設、行っておりまして、必ずしも再エネ電気を入れたからといって

コストがとても高くなってしまうというわけではない状況もございます。特

に、入札を行いまして複数施設をグルーピングして、再エネ電力の調達を入札

により決めていく、こういったことで、かなりそのコストというのは抑えられ

たりもしております。そういったところの取組状況についても今後丁寧にご説

明していくことで、必ずしも環境価値を高いお金で買っているわけではないん

ですよというところはご説明していきたいなと思いました。 

会 長  ありがとうございます。 

 具体的な数字はあまり出すことはできないけれども、そんな思うほど高くは

ないといった、そんなイメージでしょうか。 

 お願いします。 

環 境 部 長  環境部長です。ご意見いろいろありがとうございました。 

 E委員おっしゃるように、単位面積当たりのエネルギー消費量やCO2排出量が
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お示しできれば、それは確かにその効率化、どの程度進んだのとか、分かりや

すくお示しできるという、とてもいいご意見いただけたと思っています。そう

いうことができるかどうかは、今後ちょっと研究してまいりたいと思います。 

 それから、先ほどＦ委員からもご意見いただいたように、既存の施設も何と

かできませんかというようなご意見あったように思ったんですけれども、今、

温暖化対策担当課長が述べたようなことももちろんしっかりやっていく中で、

それに加えて、営繕部門では今、既存施設がどのぐらいＺＥＢ化ができるの

か、できないのかと、そういったところを調査しています。その結果がまとま

って、来年度以降、計画的な推進ができるかどうか等そんなところを検討して

いこうと考えているようでございますので、少しお時間は頂戴いたしますけれ

ども、いろんな方面からカーボンハーフ・カーボンゼロに向けて取り組んでい

るということをで、一言お伝えさせていただきました。 

会 長  どうもありがとうございます。 

 お願いします。 

Ｆ 委 員  すみません、今ご答弁をいただきまして思い出したので、一言付け足します

が、営繕のほうと連携してくださっているということで、ありがとうございま

す。 

 学校のほうも、学校の教室が暑いということで、区ではおととしから天井断

熱の改修工事をやってくださっていて、80教室に対して天井の断熱工事を入れ

てくださっています。これは室温を下げるだけではなくて、子供たちが普通に

教室の中で安全に学ぶ権利というものをちゃんと享受できるようにという、当

たり前の教室環境をつくるという意味でも大変、区がやってくださっているこ

との中でとても価値の高いことだと思っております。 

 そのほかにも、来年度から住宅課のほうでも、区営、区有の、何ですかね、

区営住宅。 

Ｃ 委 員  区営住宅。 

Ｆ 委 員  区営住宅の室温測定を始めてくださるというお話も伺っておりまして、窓の

断熱工事をやる前とやった後の室温の測定を研究機関の方とやってくださると

いうことなので、恐らく住宅課のほうでも動き始めてくださっているというふ

うに認識しています。 

 ですので、温暖化対策課だけではなくて、住宅課や営繕課、学校整備、全て

の庁内で連携していただいている様子が、ようやく気候危機対策推進本部のイ
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ニシアチブによって見えてきたなというところですので、来年度はさらに頑張

っていただきたいと思います。ありがとうございます。 

会 長  ご意見ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に資料３の「杉並区気候区民会議の意見提案への対応につい

て」。温暖化対策担当課長からお願いいたします。 

温暖化対策担当課長  引き続きまして、お願いいたします。 

 資料３をご覧ください。 

 杉並区気候区民会議、こちら、令和６年３月から８月まで、半年にわたって

開催を行いまして、８月の最終回に気候区民会議から気候変動対策に関する意

見提案をいただいております。これまで気候対策推進本部を中心に検討を行っ

てまいりまして、提案を基に新たに行う事業について、こちら、ご報告をさせ

ていただきます。 

 別紙をご覧ください。 

 提案を受けて新たに行う事業として、８点載せております意見。 

 こちら、例えばエネルギーの分野ですと、区民・事業者・杉並区で気候変動

対策の取組を考える場を設けて、積極的に情報発信をするという提案いただき

まして、今年度から、中高世代、ユース世代を対象としたワークショップ、こ

ちらを開催しておりまして、こういった気候変動対策を区民参加で学び、議論

する場というものを継続していくことで、こちらの提案については応えてござ

います。積極的に情報発信するというところにつきましては、別途ＰＲ動画等

を使いまして、こちら、広く発信を行っております。 

 次に、循環型社会のところでは、⑤番のところで、「杉並区内の生ごみを資

源化し、杉並モデルの循環システムをつくる」と提案がございまして、こち

ら、来年度から各家庭でコンポスト・生ごみ処理機等で作った堆肥を農地等で

活用する実証実験を実施してまいりますので、そういった対応を考えてござい

ます。 

 また、みどりのところでは、提案の中で、「わたしが緑を増やさなきゃ」と

思えるような新たなグリーン指標をつくる等々の提案ございまして、先ほどご

説明ございましたが、「みどりの基本計画」の改定案、こちらの中に指標とし

て緑視率、こういったものを取り入れながら、区民等との協働による緑化推進
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を盛り込むこととしてございます。 

 最後に、交通のところで提案として、「車利用からの転換を推進するため、

徒歩や自転車の利用を促進するようなアプリを開発し、便利さ・楽しさを伝え

る」という提案ございまして、こちら、もともと杉並区産ＭａａＳの取組を進

めていましたので、アプリの中に、シェアサイクルの予約連携機能であると

か、荻窪地域８か所の区立自転車駐車場の満空情報表示機能、こちらを追加す

ることで対応を図ったというところでございます。 

 資料３に戻りまして、今後の予定でございますが、こちら、提案については

合計33件提案ございまして、おおむね今回10個の提案について対応を図ってご

ざいます。なので、残る提案について引き続き事業化等を検討していきます

が、ただ、提案の中には、もう既存事業で行っているものであったり、長期的

に対応を検討していく必要があったりするものも含まれておりますので、こち

ら、８年度中に整理を行いまして、その結果については広く公表してまいると

ころでございます。 

 当然、この８年度、まとめていく中で、気候区民会議の参加者の方が今回の

区の対応をどう感じているのかとか、そういったところは、１度集まっていた

だいて、ちょっと意見交換などを行いながら進めていこうと考えているところ

でございます。 

 私からは以上です。 

会 長  どうもありがとうございます。 

 ご報告ということですけれども、何かご意見とかございますか。 

 よろしいですか。 

 ごめんなさい。 

Ｅ 委 員  すみません、気になったのが肥料なんですけれども、肥料って肥料法で認可

が要るので、これって、その辺の解決策はもう筋道がついているんですか。家

庭で作ったコンポストを実際の農地に肥料として提供すると、多分肥料法に引

っかかると思うんですけれども。 

ごみ減量対策課長  ごみ減量対策課長です。 

 この取組、これから始めるところなんですけれども、私どものごみ減量対策

課と、あと産業振興の部門がございまして、そちらでは都市農業のほうの振興

やなんか取り組んでいるところで、区でも農業公園ですとか農福連携農園なん

か運営をしてございます。 
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 まず、いきなり農地というのは難しいので、その堆肥なるものを、区民の

方々にご協力いただいて、それを区の持っている農園に集めて、そこでまず集

めます。その後、品質の検査をして、その後実際、まずは野菜というより花か

らやってみたいなんて話はありましたけれども、そのような取組を始めていく

と。少しずつ拡大していくというような内容です。 

 まずはスタート、これからするというところですので、その辺も併せて、十

分検討してまいります。 

Ｅ 委 員  何となく筋道はついていると理解しました。 

会 長  ご貴重なご意見、ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 お願いします。 

Ｆ 委 員  すみません、１つ質問というか意見というか、「杉並消灯日」という気候区

民会議からの提案が、今回、アースアワーという日に合わせて、世界中で同じ

日時に消灯して地球温暖化防止の意思を示す環境啓発イベントをされるという

ことで、私もチラシを拝見して、とてもすてきだなと思ったんですけれども、

本当にこういったイベントというのは大してお金もかからないですし、各自が

自分のお店や自分のおうちなどでできることなので、啓発運動としてぜひ積極

的に進めていきたいと、言っていただきたいと思いますけれども、これ、周知

に関してはどのようになっているんでしょうか。 

会 長  ありがとうございます。 

 お願いします。 

温暖化対策担当課長  こちら、女子美術大学さんとの連携協定に基づきまして、ポスターを作成し

ていただいております。こういったものを区立の施設であったり図書館等へ配

布しながら周知には努めているところなんでございますが、区だけではなく、

区内の飲食店さん、こういった方々に協力を呼びかけまして、一緒になってこ

の取組を周知して、実際に家庭の全てを消灯しなくても、一部消灯してエネル

ギー使用の日頃の振り返りというか、行っていただきながら、楽しみながらも

環境に関する考えを深めてもらう、そういった機会にしていただければなとい

うふうに考えてございます。 

Ｆ 委 員  ありがとうございます。 

 これ、３月28日の午後８時半から９時半ということなので、ぜひこの環境清

掃審議会の皆さんも一緒にやっていただけたらうれしいなと思いました。 
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 以上です。 

会 長  どうもありがとうございます。 

 お願いします。 

環 境 部 長  今担当課長から申し上げたとおり、省エネなど振り返っていただくととも

に、灯が消えたときの防災などについても少し思いをめぐらせていただけたら

と思っていますので、皆さん、ぜひご参加いただけたらありがたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

会 長  どうもありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に資料４、「プラスチック使用製品廃棄物分別回収の区内全域

実施について」。ごみ減量対策課長から、よろしくお願いいたします。 

ごみ減量対策課長  ごみ減量対策課長でございます。 

 私は今、資料４の「プラスチック使用製品廃棄物分別回収の区内全域実施に

ついて」、ご報告をいたします。 

 初めに、１の概要をご覧ください。令和４年４月施行の「プラスチックに係

る資源循環の促進等に関する法律」によりまして、プラスチックの分別収集を

行うという内容のものでございまして、３行目にありますとおり、令和６年10

月から、区では一部地域におきまして、これまでの容器包装プラに加えて、新

たに製品プラの回収を開始してございます。その結果、特に大きな混乱見られ

ず、ごみ減量にも効果があるというところでございますので、８年４月から、

もう来月でございますが、資源プラスチック回収として区内全域で実施するも

のでございます。 

 これまでの周知方法を２番に記載してございます。 

 令和７年９月以降ですが、清掃研修会等において町会・自治会への説明及び

協力依頼を進めておりまして、これは年明けも行っておりますし、４月以降も

ご依頼がありますので、町会へ伺って説明を続けるという内容でございます。 

 ８年１月以降は、ホームページですとか、「広報すぎなみ」２月１日号によ

る周知も行いました。こちらについては資料をおつけしてございます。「広報

すぎなみ」のほうでは、プラの特集号ということで周知を、ご案内をしている

ところです。それとあわせて、ごみと資源の分け方、出し方、それと、「プラ

スチックの出し方が変わります！」というチラシも新たに作りまして、全戸配

布を行いました。 
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 最後、３番、実施時期ですが、８年４月と。もう来週になりますけれども、

資源プラスチックを区内全域で回収を行います。これまでのプラスチックの容

器と変わりませんので、ぜひこちら、ご利用いただきたいと思います。 

 私から以上です。 

会 長  どうもありがとうございました。 

 本件に関しまして、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

Ｃ 委 員  これ、新たに何か始めるっていうふうに思えちゃうかもしれないんですけれ

ども、今までプラスチックごみをごみ袋とかに入れていて、それが分別して、

リサイクルができるって、循環できるっていうことだったんですけれども、今

回は新たにプラスチックだけでできているもの、ハンガーとかおもちゃとかあ

りますよね。それはプラマークがついていないんですよね。でも、これも一緒

に出していいということで、新たにプラごみの出す、分別して出すものが増え

て、ごみが削減、可燃ごみが削減するという理解でよろしいでしょうか。 

会 長  ありがとうございます。 

 よろしくお願いいたします。 

ごみ減量対策課長  ごみ減量対策課長です。ありがとうございます。 

 今、委員おっしゃられたとおりでございまして、これまでは容器包装プラで

すから、プラマークがついているものを集めていたんですけれども、それ以外

のプラスチックのものって幾つもあったんですけれども、ごみとして出してい

ただくしかなかったんですが、それも合わせて。今おっしゃられたとおり、ハ

ンガーですとか、あとはクリアファイルですとか、そうそうしょっちゅう捨て

るものではないかもしれませんけれども、それについても、プラスチックだけ

でできているんであればプラの日に集めますよと、ごみではないですよという

ことになります。 

 ただ、ハンガーですとフックの部分が金属になっているものもありますの

で、それは駄目なんですね。そこは、もし取れるんであれば取っていただきた

いんですが、なかなか取れないようにできていますので、そういう場合はまた

ごみとして出していただくしかないんですが、プラスチックだけでできている

ものについてはプラの日に集めますと。 

 プラを増やしたいというよりは、ごみを減らしたいというところでございま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 
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会 長  よろしいでしょうか。 

 それでは、次に資料５、「「みどりの基金」の運営状況について」。みどり

施策担当課長からお願いいたします。お願いします。 

みどり施策担当課長  みどり施策担当、中村から。 

 私からは、資料５「「杉並区みどりの基金」の運営状況について」、ご報告

します。 

 この報告は、「杉並区みどりの基金運営要綱」第３条の規定に基づき、本会

に報告するものであります。 

 「杉並区みどりの基金」は、区民・事業者及び杉並区の協働の下に、緑化活

動を行う人材の育成をはじめとする、みどりの保全及び緑化の推進を図るため

の事業に要する経費の財源に充てるものです。平成14年10月１日から「みどり

の基金条例」を制定し設置してまいりました。 

 初めに、資料の中で、１の寄附の推移をご説明いたします。 

 この１番の寄附による基金積立状況、大きく２つ分かれておりまして、みど

りの保全・創出と区を代表する公園等の整備、２種類の使途について、令和８

年１月末時点の寄附の収支状況を一覧にしております。 

 みどりの保全・創出については、令和７年中に寄附が56件、136万8,883円と

なっております。 

 区を代表する公園等の整備については、令和７年中の寄附は19件、21万7,500

円となっております。 

 裏面を見ていただいて、裏面の２は、寄附者が個人か個人以外かの分けと、

寄附者が区内か区外かの分けを円グラフで示しております。 

 ３番の物品売上げによる基金積立状況ですが、荻外荘関連の図書、荻外荘グ

ッズの売上げを「みどりの基金」に積み立てておりまして、令和７年12月末ま

での状況としましては、156万640円の積立てとなっております。 

 ４は基金の使途状況でございます。基金の使途としましては、ボランティア

への活動助成のほか、みどりの講座の講師への謝礼等に充てております。令和

６年度は、保護樹木・保護樹林の助成などに関わる賠償責任保険の経費、荻外

荘公園の復元整備に充ててきております。 

 なお、荻外荘公園につきましては、区を代表する公園等の整備の使途の下、

寄附を募集してまいりましたが、７年度、「みどりの基金運営要綱」を改正し

まして、基金及び収益の使途を定める第２条に荻外荘公園に関することを追加
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しました。これにより、荻外荘の次世代への継承に向けて寄附の募集を継続

し、寄せられた寄附金を本基金に積み立て、荻外荘の今後の改修等に活用する

ことをより明確にしたところでございます。 

 みどりの保全・創出については、７年度においても６年度同様、保護樹木・

保護樹林の助成などに関わる賠償責任保険の経費への活用を考えております。 

 私からは以上になります。 

会 長  どうもありがとうございました。 

 それでは、本件「みどりの基金」の運営状況について、ご意見、ご質問をお

聞きいたします。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

Ｃ 委 員  質問です。最初の基金積立状況の１番のところですけれども、みどりの保全

と創出というところで、寄附金額がずっとありまして、令和６年度だけ2,124万

余りということなんですけれども、これがすごく増えている状況を、どのよう

なのかなと思いまして、お聞きします。 

会 長  ありがとうございます。 

 お願いします。 

みどり施策担当課長  令和６年度は寄附金額が2,124万6,279円と、ほかの年度に比べて、ちょっと

桁が違うというところが見て取れるかと思います。この令和６年度、遺贈があ

りました。杉並区へというふうなところで寄附された方がいらっしゃいました

ので、そこで、次世代の育成基金とか「社会福祉基金」、「みどりの基金」

と、３つの基金のほうに分けてお金が分配されていると、そんなような状況に

なります。 

Ｃ 委 員  ありがとうございます。 

会 長  どうもありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

Ｅ 委 員  じゃ、すみません。 

会 長  よろしくお願いします。 

Ｅ 委 員  簡単な質問なんですが、区外からの寄附っていうのは、いわゆるふるさと納

税みたいなものの項目として挙がっていたりするんですか。 

みどり施策担当課長  ふるさと納税も入っております。 

Ｅ 委 員  もう「みどりの基金」を指名でできるようになっているんですか。 

みどり施策担当課長  はい。寄附をするときの選ぶ項目の中にそういった、荻外荘もありますし、
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「みどりの基金」という、みどりの保全・創出といったところのチェックもあ

りますので、そういったところも含まれております。 

会 長  ありがとうございます。 

 それ以外もあるということなんですね。 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に資料６、「大規模建築等に関する報告について」。建築課長

から、よろしくお願いいたします。 

建 築 課 長  建築課長の味山と申します。よろしくお願いいたします。 

 私からは資料６の「大規模建築物等の報告」をさせていただきます。 

 初めに、こちらは、杉並区内で比較的大規模な計画になります延べ面積が

3,000平方メートル以上の建築物、それから、敷地面積が3,000平方メートル以

上の敷地を持つ建築計画の緑化計画につきまして、今年度、建築確認や届出が

あった案件の概要をご報告させていただくものです。 

 初めに、資料６の１ページですが、１ページをご覧ください。 

 表の一番上に整理番号としまして１番、２番とありますけれども、この番号

ごとに一件一件の案件を示しております。 

 分類は、大規模建築と緑化がございまして、大規模建築は建築計画の概要、

緑化は緑化計画の概要を示してございます。 

 まず、１番につきましては宮前５丁目の共同住宅、２番につきましては和泉

１丁目の共同住宅・店舗の概要でございます。 

 面積や高さを記載しておりまして、真ん中辺りに環境配慮事項等というとこ

ろがありますが、緑化のほうではこちらの欄に緑化計画、大規模建築ではこち

らに省エネルギーですとかごみですとか、環境面で配慮した事項について記載

しております。内容は記載のとおりとなっております。 

 続いて、２ページをご覧いただきまして、３番は高円寺南の学校になってお

ります。こちらは大規模建築と緑化と、両方記載しております。 

 続いて、３ページでございます。 

 ３ページ、４番の建築物ですけれども、こちらは久我山１丁目の共同住宅で

ございます。こちらも大規模建築と緑化について、それぞれ記載をしておりま

す。 
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 次に、４ページです。 

 ５番が高円寺南１丁目の大学、６番が永福２丁目の共同住宅・店舗です。環

境の配慮事項等は記載のとおりでございます。 

 次に、５ページです。 

 ７番が阿佐谷北１丁目の杉並第一小学校併設施設、１施設。８番が井草４丁

目の教会・寄宿舎でございます。 

 最後に６ページです。 

 ９番が下井草５丁目の老人ホームの計画でございます。 

 資料６－１から６－３、６の、４枚ですね。６－３、６－４、６－８と緑化

計画図がございますが、こちらは先ほどのＡ４の資料の上のほうの番号に対応

していまして、６－１は先ほどの１番の緑化計画の図面、６－３は３番の緑化

計画の図面という形で、枝番がＡ４の一番上のほうの番号と対応した形になっ

ております。それぞれ配置図の中で樹木等の位置を示したものになっておりま

す。 

 私からは以上でございます。 

会 長  どうもありがとうございました。 

 それでは、本件に関しましてご意見、ご質問をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

Ｅ 委 員  すみません、じゃ。 

会 長  ありがとうございます。 

Ｅ 委 員  毎回言っていますが、緑化で、東京都の環境確保条例で緑化が義務化されて

いる建築物も入っていると思うのですが、屋上緑化に際して、菜園みたいな、

農地として利用するみたいなものを東京都は認めないんですけれども、東京都

の判断としては各区が認めるならいいよと、ちょっと曖昧な対応をしているん

ですけれども、今、杉並はどういう対応をしているんでしょうか。 

会 長  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

みどり施策担当課長  じゃ、みどり施策担当から。 

会 長  お願いいたします。 

みどり施策担当課長  屋上緑化については、屋上緑化助成というもの、制度としてはありますけれ

ども、一過性のものではない、ずっとみどりがあるような、そういったものに

関しては制度として補助をしているというふうな、そんな状況になります。 
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Ｅ 委 員  従来どおりということなんですが、僕はどっちかというと、やっぱり屋上は

人が入って、要は、夏場に緑化されていればいい話なので、菜園も認めるべき

じゃないかというふうにずっと言っているんですけれども、ぜひ検討いただけ

ればなと。別の話ですけれども。 

会 長  ご提案ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですか。 

 お願いいたします。 

Ｂ 委 員  すみません、７番です。大規模建築、７番ですけれども、これはひょっとし

て河北病院の後にできる小学校のことですか。言っちゃいけないのかしら。 

建 築 課 長  建築課長です。 

Ｂ 委 員  ３番に「緑化、歩道空間等の配慮」、道路に沿って歩道、空き地や緑地空間

を整備と書いてありますけれども、今、小・中学校はほとんど芝生ですよね。 

建 築 課 長  そういう計画になっているものは多数ございます。 

Ｂ 委 員  一つは、高円寺学園はもう人工芝ですよね。 

建 築 課 長  はい。 

Ｂ 委 員  ここの小学校は、もちろん緑化ですから、芝生にするんですか。人工芝では

ありませんか。どうなんですか。ちょっとそこをお聞きしたくて、今質問しま

した。 

建 築 課 長  すみません、建築課長です。 

 人工芝になっております。現在、そういう計画というふうに聞いておりま

す。 

Ｂ 委 員  これ、決まったことなんですか。 

建 築 課 長  現在計画、どこで決定かというところはちょっとあるんですけれども。 

Ｂ 委 員  そうですか。 

建 築 課 長  はい、まだ。 

Ｂ 委 員  マイクロプラスチックとかナノプラスチックって、今騒がれているじゃない

ですか。 

建 築 課 長  はい。 

Ｂ 委 員  子供たちが遊ぶ場所が人工芝だと、とんでもないことになってしまうと思う

んですけれども。じゃ、どうなるかは分からないわけですね。 

建 築 課 長  今はちょっとはっきり、こう決まっていますというところまでは…… 

Ｂ 委 員  そうですか。 
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建 築 課 長  決定していないので。 

Ｂ 委 員  議員さん、どうですか。 

Ｆ 委 員  すみません、私でよろしいですか。 

 私は都市環境委員会に入っている者ですけれども、この間の第１回定例会に

て、区民の方々から人工芝に対して見直しを求める検討してほしいという陳情

が出されたということになっておりました。 

 付託された文教委員会では、既に人工芝の話に関しては、杉一小の検討懇談

会というところで長い間議論があって、その結論として、近隣の方々への砂ぼ

こりとか土ぼこりのこととかいろんなことを配慮した結果、人工芝でいきまし

ょうというような案に今のところなっているということで、文教委員会では趣

旨採択ということで賛否が採られたところでした。 

 その後に、先週行われました本会議で再度、趣旨採択に対して議会としては

どう思うかというような議決が採られたところだったんですけれども、そこで

は趣旨採択に対して反対の方のほうが多かったので、今のところ、人工芝に関

しての再検討を求めるということに関しては、議会としては不採択という形に

なっているところです。 

会 長  ご貴重な意見、ありがとうございます。 

 ご回答ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 それでは、まだちょっと予定よりも時間があるようですので、全体を通して

ご質問、ご確認しておきたい点はございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ということで、本日の議題は以上となります。 

 事務局から連絡事項等はございますでしょうか。 

環 境 課 長  ありがとうございました。 

 本日も皆さんの貴重なご意見、多数お寄せいただきましてありがとうござい

ました。 

 先ほどブランシャー委員からご提案いただきましたアースアワーの、こち

ら、すてきだというふうにおっしゃっていただいたチラシ、皆さんにお持ち帰

りいただけるように、今ご用意いたしましたので、帰りに受付でお持ち帰りい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。28日、土曜日、ちょ

うど土曜日なので、在宅されている方も多くいらっしゃるかと思いますけれど
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も、ご協力をいただければと思います。 

 また、ちょっと関連はしていないんですけれども、１つ事務連絡ということ

で、環境課のほうで、荻窪駅の南口の喫煙場所、公衆喫煙場所、もうお気づき

の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今までパーテーションで煙が出

て臭いとか、いろいろ苦情があったところなんですけれども、新たにコンテナ

を置きまして密閉型の喫煙環境を整えましたので、今鋭意、設置に向けて追い

込みではございますけれども、４月以降、新たにオープンいたしますので、も

し喫煙される方いらっしゃいましたら活用いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 また、最後でございますけれども、委員の皆様の任期でございますが、今年

の６月末までとなってございます。急な案件がなければ、今回のこの審議会を

もって最後、終了となります。 

 次期の選任につきましては、条例に基づきまして、連続して再任というのが

３期までとなってございます。公募の方につきましては、５月１日号の広報で

改めて募集の記事を掲載する予定となってございます。また、団体の推薦でお

越しいただいている方につきましては、４月に入ってから改めて推薦のご依頼

を申し上げますので、よろしくご対応のほうをお願いいたします。 

 これまで２年間にわたりまして皆様に多くの貴重なご意見を賜りまして、心

より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 私からは以上です。 

会 長  ありがとうございます。 

 以上で本日の審議会の議題は全て終了いたしました。 

 ごめんなさい。大変失礼いたしました。環境部長よりご挨拶をお願い申し上

げます。 

環 境 部 長  すみません、私のほうからも一言、皆様にお礼を申し上げさせていただきま

す。 

 委員の皆様には、本日、報告事項も多く、大変お疲れのことと存じますが、

貴重なご意見を多数いただきまして誠にありがとうございました。 

 区では、2050年ゼロカーボンシティ、そして2030年カーボンハーフ、この実

現を目指す中で様々取組を行ってございますが、その中の一つに先ほど報告い

たしました気候区民会議がございます。これについてはここからいただいた意

見提案を事業化したものや、今後も検討して、事業化していくものなど気候変
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動対策に寄与する取組が多くありますが、これに加え、この会議を通じまして

参加者の気候変動対策の理解が深まり、脱炭素に向けた取組を区民や事業者、

区と皆で進めていこうという土台が形成されてきた、というところはすごく実

感してございます。さらに、この会議の意見提案を受けて、今年度、ユース向

けの気候変動のワークショップを実施しましたが、そこにおいても終了後、参

加者アンケートからは、９割を超える方々が、気候変動対策について自分も取

り組みたいし、ほかの人にも伝えていきたいといったようなご意見をいただい

たところです。 

 加えまして、この参加者のうちの有志の方々が来年度実施予定のワークショ

ップの、企画検討、参加意向を示してくださったり、また、今年度実施した、

小・中学生環境サミットでこのワークショップの報告をしたところ、参加して

いた中学生から来年度参加したいといった意見等がございまして、気候変動対

策に取り組もうとする主体が増えつつあるといったことを実感しています。 

 これと並行して、今年度は生物多様性に関しましても、日頃活動されている

環境団体さんとワークショップを開催しまして、そこで困り事等課題、ご意

見、そういったものをいただきました。来年度はこれらを踏まえまして啓発な

どに注力したいと考えておりますけれども、こういった気候変動対策を進めよ

うとする主体が増える取組や周知・普及、そういったものとあわせて、先ほど

お伝えしましたように、カーボンハーフの達成に向けた道筋についても策定し

てまいりますので、それらと一緒に気候変動対策をより一層進めてまいる所存

でございます。 

 このほか、お伝えしてございますけれども、荻窪駅に区内初のコンテナ型の

喫煙場所を間もなくオープンさせますし、来年度、高円寺駅北口や高井戸など

のパーテーションも改善して、煙が漏れにくくなるような、そういった改良に

取り組むことを考えていますので、こういったこと等生活環境の改善・保全に

も引き続き取り組んでまいります。 

 加えて、先ほど申しましたプラスチックの回収など、ごみの分野もしっかり

取り組んでまいりますし、また、清掃事務所が少し老朽化してございますの

で、ここについても対策として、清掃事業を止めることなく安全に清掃サービ

スが実施できるようにということで、改築など含めまして、環境整備の検討を

進めてまいりたいと考えてございます。 

 それと、来年度は総合計画、実行計画の改定作業がございますので、私ど
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も、そこでしっかり、この先４年間の取組を考えてまいりますが、それに当た

りましては皆様のご意見もいただきたいと考えておりますので、どうぞご協力

の程よろしくお願いいたします。 

 るる申し上げてまいりましたけれども、環境分野においては、これらの取組

を進めてまいりますとともに、今後、国や都の動きや技術革新などもしっかり

注視しながら、事業の見直しや新たな取組なども行って、みどりあふれる良好

な環境を将来につなげることができるよう、区民や事業者の皆様とともに対策

を進めてまいる所存です。 

 皆様におかれましては、２年間という任務でございますけれども、この間、

皆様の多大なるご協力に改めて感謝申し上げますとともに、私からの挨拶とさ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

会 長  どうもありがとうございました。 

 最後までばたばたな進行で大変申し訳ないです。温かく見守っていただいて

ありがとうございます。 

 それでは、以上で本日の審議会の議事は全て終了いたしました。 

 いつも円滑な議事の進行、多くのご意見をいただきまして、どうもありがと

うございます。 

 それで、先ほどアナウンスありましたけれども、再任は３期までということ

で、私を含めまして満期の委員の皆様いらっしゃると思いますけれども、これ

までどうもありがとうございます。長きにわたり、皆様含めまして、本審議会

の運営に多大なお力添えをいただきまして、どうも、心より御礼申し上げま

す。 

 私は今年で、今回で終わりになりますけれども、このようなすばらしい議論

と実際に実現していくというような活動を、引き続き続けていただければなと

思っております。今後とも皆様、よろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

 ということで、それでは、第86回環境清掃審議会を閉会いたします。どうも

お疲れさまでした。 
 


